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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

(１)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループは企業倫理および経営理念に基づき、企業価値の最大化に向けて、すべてのステークホルダーと良好な関係を築き、長期安定的
に成長し、発展していくことをめざします。このため、迅速で効率が良く、健全かつ公正で透明性の高い経営の実現をめざしてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則３－１．情報開示の充実】

補充原則３－１(３)

１．サステナビリティについての取組み

　当社は、サステナビリティに対する取り組みを重要な経営課題として認識しており、適切に開示するよう努めてまいります。中期経営計画におけ
る基本コンセプトを「時代に即したお客様接点を創造し、お客様に提供する新たな価値を創造することで、未来につながる経営基盤を築くとともに、
新たな成長戦略を講じて、景気変動や環境変化に左右されない、安定した収益の確保とサステナビリティの実現を目指してまいります。」としたう
えで、戦略を立案しております。

　また、当社はＣＳＲ理念を「すべてのステークホルダーをお客様と考え、経営理念、経営方針をベースにＣＳＲ活動へ取り組むことで、社会の一員
として愛され続けるとともに、すべてのお客様に満足と感動をお届けすることを目指します。そして未来に向かって持続的発展をすることで、社会に
貢献することを目指していきます。」と定めております。このＣＳＲ理念のもとＣＳＲ方針を定め、当社ウェブサイトに開示しております。また、2030年
に向けた重点テーマと取り組み内容をとりまとめ、具体的な目標と取り組み実績ととともに、「重点テーマとSDGs」「目標と実績」として開示しており
ます。

　　（https://www.morozoff.co.jp/company_ir/csr/index.html）

２．人的資本への投資等

　当社の人的資本に関する取り組みについては、補充原則２－４（１）に記載の通りです。

３．ＴＣＦＤまたはそれと同等の枠組みに基づく開示

　当社は、2023年２月より中期経営計画「つなぐ ～next stage 2031～」をスタートし、ＥＳＧへの取り組みのひとつとして、気候変動に関する課題へ

の対応強化を掲げ、ＴＣＦＤを基本的な枠組みとした取り組みを開始いたしました。現在、社内横断的なプロジェクトチームにより、気候変動のシナ
リオ分析を進めており、その結果や対応方針については今後適切に開示していく方針です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

　政策保有株式については、保有の合理性が認められない場合には新規に保有せず、現在保有している場合には残高を削減することを基本方
針とします。

　保有の合理性の判断は、取引の維持・強化等での必要性や株式保有リスクの抑制、資本の効率性等を総合的に勘案して、当社の企業価値の
向上に繋がるか否かを基準としております。

　保有株式個々の保有の合理性については、上記判断基準に基づき原則年１回以上取締役会にて検討することとしております。

　具体的な合理性の検証項目としては、①保有企業との中長期的な取引方針、②保有企業の業績状況、③簿価に対する配当金や関連取引の状
況、等であります。

　所期の目的や保有意義等が希薄化してきた株式については、今後、保有意義を見極め、相手先と協議のうえで、売却も検討していくこととし、そ
の銘柄も確認されました。

　同株式に係る議決権行使については、中長期的な企業価値向上に資するよう適切に行使いたします。組織再編などにより株主価値が大きく毀
損される事態や、社会的不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合などには反対票を投じます。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社が当社取締役と取引を行なう場合には、取締役会にて決議を要することとしており、その実績は関連法令に基づき有価証券報告書に開示
いたします。取締役には年１回関連当事者取引に関する調査を実施し、チェックを行なっております。

　また、当社が主要株主と取引を行なう場合には、取引の重要性の高いものについては、取締役会にて決議を行うことと定めております。

【原則２－４．女性の活躍促進 を含む社内の多様性の確保】

補充原則２－４(１)

　当社は経営方針の中で「常に次世代を考えて人材を確保し、多様性を大切にしつつ、 能力を最大限に発揮させるとともに、お客様視点で発想

し、 変化に柔軟な対応ができる自立した人材の育成に努めます。」と定めており、採用や評価において性別や国籍、中途採用等の経歴による制

限は設けておりません。

　全役職者における女性の比率は2023年４月時点で20％ですが、2026年３月に25％とすることを目指しております。外国籍の管理職登用について



は、事業の海外比率が低いこともあり現在は行っておりません。また、当社は必要に応じて適宜中途採用を行っており、評価や登用の機会に採用
方法による差は設けておらず、中途採用者の役職者比率などの目標数値は定めておりません。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、年金資産の運用方針を定め、当社の企業年金の適切な運営および管理を行っております。また担当取締役、人事総務部長、経理部
長、人事総務部内の年金担当者、従業員組合の代表者で組成する年金管理委員会を設置して、資産配分や運用スタイル、運用状況のモニタリン
グを行う等の取り組みを実施しております。

　企業年金の運用受託機関はすべて、日本版スチュワードシップ・コードを受け入れています。

　年金資産に係る議決権行使については、運用受託機関の判断基準に従っており、利益相反に該当する事項はありません。

　年金担当者には適切な資質を持った人員を配置し、外部研修の受講などを通じて専門性の向上を図っております。

【原則３－１．情報開示の充実】

１．会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社は経営理念、企業スローガン、および中期経営計画については当社ホームページにて開示しております。

　　（https://www.morozoff.co.jp/company_ir/index.html）

２．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　経営理念のもと、企業価値の最大化に向けて、すべてのステークホルダーと良好な関係を築き、長期安定的に成長し、発展していくことを目指し
ます。

　このため、迅速で効率が良く、健全かつ公正で透明性の高い経営の実現を目指して、経営体制および内部統制システムを整備・運用し、必要な
施策を実施するとともに、説明責任を果たしてまいります。

３．経営陣幹部・取締役の報酬決定

　本報告書「Ⅱ．１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

４．経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名

　社内取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点か
ら判断しております。

　社外取締役、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、経営者としての経験や、各分野での専門性、当社事業や企業経営の知識
などを勘案し、総合的な観点より選任しております。

　その手続きは、取締役会が選任案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会に選任案および委員会での決議事項
を報告し、取締役会で決議を行います。また、監査等委員である取締役については、代表取締役が推薦し、監査等委員会の同意を得て、取締役
会で選任議案を決議します。

　また、経営陣幹部の職務執行に不正、または重大な法令もしくは定款違反があった場合には、取締役会に解任提案を行うことといたします。

５．個々の選解任・指名についての説明

　取締役の新任候補者の選任理由につきましては、株主総会招集通知参考書類に記載しております。任期満了以外で解任する場合にも具体的
な説明を行ってまいります。

　　（https://www.morozoff.co.jp/company_ir/ir_event.html）

【原則４－１．取締役会の役割・責務(1)】

補充原則４－１(１)

　当社の取締役会では「取締役会規定」を定め、定款および法令に定めるもののほか、重要な業務に関する事項について決議を行なうこととして
おります。それに基づき「職務権限規定」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、経営者としての経験や、「会計」「法律」「税務」等の専門性等を勘案し、知識・経験・
能力のバランスに配慮しつつ選任しております。

　また、上場証券取引所の定める独立役員の資格を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定しています。

【原則４－１０．任意の仕組みの活用】

補充原則４－１０(１)

　取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関と
して任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選解任や報酬等に関する重要な事項
について審議のうえ、取締役会に報告することとしております。また、その構成は独立社外取締役３名と社内取締役２名となっており、独立社外取
締役が過半数を占めることで、独立性・客観性を高めております。

【原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

補充原則４－１１(１)

　当社の取締役会は、営業・生産・商品企画・管理の各分野に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役と、高い識見や知識、経
営者としての豊富な経験等を有する独立社外取締役など、多様でバランスのとれたメンバーで構成すべきと考えております。

　その規模は、定款で定める範囲内で、経営課題や環境変化に応じた適切な人員と考えております。

　取締役のスキルマトリックスにつきましては、株主総会招集通知の取締役選任議案において開示しております。

　なお、現在当社取締役会は、社外取締役３名を含む９名で構成されており、社外取締役３名のうち２名は女性です。また、社外取締役３名のうち
２名は他社での経営経験を有する者となっております。

補充原則４－１１(２)

　事業報告および株主総会参考書類において、取締役の他の上場企業を含む重要な兼職を開示しております。

　　（https://www.morozoff.co.jp/company_ir/csr/index.html）

補充原則４－１１(３)

　取締役会全体の実効性の分析・評価およびその開示については、取締役全員に取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、その結果の分
析・評価を行い、結果の概要を開示しています。

【原則４－１４．取締役・監査役のトレーニング】



補充原則４－１４(２)

　新任取締役には期待される役割・責務を適切に果たすために、新任取締役向けの外部セミナーを受講させ、その役割・責務に係わる理解を深め
させております。また、社外取締役を迎えるにあたっては、当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得できるように情報の提供を行って
おります。取締役就任後は、知識や見識の更新の機会として、様々な情報の提供や、セミナー・研修への参加などを推奨し、その際の費用負担に
ついては会社に請求できることとしております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社ではＩＲ担当取締役を統括責任者とし、ＩＲ担当の人事総務部が関係各部と連携してＩＲ活動を行なっております。対話の手段としては、株主
総会での株主の皆様との対話は最も重要であると位置づけるとともに、大株主との個別面談、投資家等からの取材やミーティング等に対しても、
積極的に対応しております。

　また、株主から社外取締役、監査等委員である取締役に対して面談の申し出があった場合には、面談に臨む方針といたします。

　対話において把握した株主の意見などは必要に応じて、取締役にフィードバックし、情報の共有と活用を図っています。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行(株) （信託口） 660,100 9.38

(株)みずほ銀行 256,898 3.65

三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 215,400 3.06

山陽電気鉄道(株) 213,800 3.04

（株）日本カストディ銀行（信託口） 204,000 2.90

平和（株） 183,300 2.60

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 177,276 2.52

(株)みなと銀行 176,600 2.51

則岡　迪子 127,904 1.82

（株）三井住友銀行 120,000 1.71

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

上記「大株主の状況」は、2023年１月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

持株比率は自己株式（51,604株）を控除して計算しております。

株式会社みずほ銀行から、2022年２月７日付で、株式会社みずほ銀行およびアセットマネジメントOne株式会社を共同保有者とする大量保有報告
書（変更報告書）が提出されておりますが、当社として2023年１月31日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」
には含めておりません。

氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　所有株式数　　　　　割合

株式会社みずほ銀行他１社　　　　　　427千株　　　　　5.83％

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、2021年８月16日付で、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を共同保有者
とする大量保有報告書（変更報告書）が提出されておりますが、当社として2023年１月31日における実質所有株式数の確認ができませんので、上
記「大株主の状況」には含めておりません。なお、当社は2022年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、大量
保有報告書(変更報告書)は株式分割前の内容で記載されております。

氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　所有株式数　　　　　割合

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社他２社　　　　 　193千株　　　　5.27％



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 1 月

業種 食料品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

笠原かほる 他の会社の出身者 ○

渡邊純子 学者 ○

松尾茂樹 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

笠原かほる 　 ○ ―――

笠原かほる氏は当社の取引先であるザ・パック
（株）の社外取締役でありますが、当社とザ・
パック（株）とは当社の意思決定に影響を与え
る取引関係はありません。

従って、一般株主と利益相反の生じるおそれは
ないものと判断し、独立役員に指定いたしまし
た。

渡邊純子 ○ ○ ―――

渡邊純子氏は京都大学大学院経済研究科教
授およびニデック（株）の社外取締役（監査等委
員）ですが、当社と京都大学およびニデック
（株）とは当社の意思決定に影響を与える取引
関係はありません。

従って、一般株主と利益相反の生じるおそれは
ないものと判断し、独立役員に指定いたしまし
た。

松尾茂樹 ○ ○ ―――

松尾茂樹氏は当社の取引銀行である（株）みず
ほ銀行の業務執行者でありましたが、2011年4
月に河淳（株）に転籍し、2021年9月に同社常
務執行役員を退任のうえ、退職いたしました。
当社と（株）みずほ銀行および河淳（株）とは当
社の意思決定に影響を与える取引関係はあり
ません。

従って、一般株主と利益相反の生じるおそれは
ないものと判断し、独立役員に指定いたしまし
た。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会は、内部監査部門との連携により監査等を実施していることから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置しておりませ
ん。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　当社は監査等委員３名（社内取締役（常勤）１名と社外取締役２名）の構成となっており、定期的に監査等委員会を開催するほか、自らの計画に
基づき定期的に各部門において監査を実施するとともに、経営の重要会議に出席しております。監査等委員は会計監査人と定期的に会合を持
ち、報告を受けて意見交換するとともに、会計監査人による監査報告会に出席する等、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連
携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。

　監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と
密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。

　内部監査室（社員１名）は、監査等委員会に対して年次業務監査計画および結果や社内外の諸情報を直接報告や情報交換をするなど監査等委
員会業務を補佐しております。



【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社内取
締役

補足説明

　当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮
問機関として指名報酬委員会を設置しております。

　指名報酬委員会は、５名で構成され、その過半数である３名を独立社外取締役としております。

　指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、役付取締役の選定・解職、取締役の報酬等の
決定方針、取締役（監査等委員を除く）の報酬等、監査等委員である取締役の報酬限度額、最高経営責任者（CEO）の後継者計画、その他経営上
の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項について、客観的かつ公正な視点から審議し、答申しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

・報酬の構成および方針

　業務執行取締役の報酬額は、役位・職責に応じた固定報酬である基本報酬と、役位・職責および業績評価ランクに応じて変動する業績連動報
酬により構成し、基本報酬は金銭にて支払い、業績連動報酬は金銭と譲渡制限付株式により支給いたします。報酬額全体に占める基本報酬と業
績連動報酬との構成割合は概ね７：３であり、上位役位ほど業績連動報酬の割合を高めることとしております。

・業績評価ランクの決定

　取締役の業績評価ランクは、企業の本業の収益力を表す前事業年度の連結ベースでの営業利益率に応じて基本となる業績評価ランクを決定
し、それに「個人業績評価調整」および「就任初年度調整」を加味したうえで、各取締役の業績評価ランクを決定いたします。

・報酬案の決定方法

　金銭報酬については、決定した各取締役の業績評価ランクに基づき月額報酬額を算定し、毎月支払うこととしております。譲渡制限付株式報酬
については、同様の方法により株式割当前の報酬年額を算出のうえ、取締役会決議の前営業日における東京証券取引所の当社株式の終値を基
礎として株数を算出し、算出した株数から金額に割り戻して報酬額を算定し、毎年一定の時期に支払うこととしております。

　ただし、代表取締役が特に考慮する事項があり、その修正が必要と考える場合には報酬額を修正することができることとしております。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2023年１月期に支払った役員報酬は以下の通りです。

取締役（監査等委員を除く） （６名）に支払った報酬額 １３１百万円 （うち社外取締役（１名）に支払った報酬額 ４百万円）

取締役（監査等委員） （４名）に支払った報酬額 ２６百万円 （うち社外取締役（３名）に支払った報酬額 ９百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．取締役（監査等委員を除く。）の報酬

（１）業務執行取締役の報酬額

・報酬の構成および方針

　業務執行取締役の報酬額は、役位・職責に応じた固定報酬である基本報酬と、役位・職責および業績評価ランクに応じて変動する業績連動報
酬により構成し、基本報酬は金銭にて支払い、業績連動報酬は金銭と譲渡制限付株式により支給いたします。報酬額全体に占める基本報酬と業
績連動報酬との構成割合は概ね７：３であり、上位役位ほど業績連動報酬の割合を高めることとしております。

・業績評価ランクの決定

　取締役の業績評価ランクは、企業の本業の収益力を表す前事業年度の連結ベースでの営業利益率に応じて基本となる業績評価ランクを決定
し、それに「個人業績評価調整」および「就任初年度調整」を加味したうえで、各取締役の業績評価ランクを決定いたします。

・報酬案の決定方法

　金銭報酬については、決定した各取締役の業績評価ランクに基づき月額報酬額を算定し、毎月支払うこととしております。譲渡制限付株式報酬
については、同様の方法により株式割当前の報酬年額を算出のうえ、取締役会決議の前営業日における東京証券取引所の当社株式の終値を基
礎として株数を算出し、算出した株数から金額に割り戻して報酬額を算定し、毎年一定の時期に支払うこととしております。

　ただし、代表取締役が特に考慮する事項があり、その修正が必要と考える場合には報酬額を修正することができることとしております。

（２）非業務執行取締役の報酬額

　非業務執行取締役については、独立性確保の観点から固定報酬である基本報酬のみとし、金銭により毎月支払うこととしております。

（３）報酬額決定の手続き

　取締役（監査等委員を除く。）の報酬額の決定については、代表取締役が報酬案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会でその手続きの
公平性・透明性・客観性を議論のうえ、その報告を踏まえて、取締役会決議により株主総会で議決された報酬限度額の範囲内で決定いたします。

２． 監査等委員である取締役

　監査等委員である取締役については、株主総会で議決された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定し、金銭により毎月支払
うこととしております。

【社外取締役のサポート体制】

　取締役は、その職務の遂行に必要となる情報について、関連する部門へ情報や資料を求め、情報提供を求められた部門は、要請に基づく情報
や資料を適宜提供しています。

　社外取締役については、常勤監査等委員および人事総務部がその支援を行っています。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）概要

　取締役会は、定期的に開催し、重要事項は原則として付議され、また業務執行状況を監督しております。その構成員は取締役（監査等委員であ
るものを除く。）６名（山口信二、山岡祥記、竹原誠、高田耕治、鈴木正人、笠原かほる）、監査等委員である取締役３名（藤本義久、渡邊純子、松
尾茂樹）であり、取締役会の議長は代表取締役社長山口信二であります。取締役（監査等委員であるものを除く。）のうち１名（笠原かほる）、監査
等委員である取締役のうち２名（渡邊純子、松尾茂樹）は社外取締役であります。

　監査等委員会は、定期的に開催し、法令および定款に定められた事項ならびに重要な監査業務に関する事項について協議しております。その
構成員は、監査等委員である取締役３名（藤本義久、渡邊純子、松尾茂樹）であり、監査等委員会の議長は常勤監査等委員藤本義久でありま
す。

　監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と
密接に連携し、内部統制状況、コンプライアンスの状況など必要な監査を実施しております。

　取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関と
して任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、原則年３回開催し、取締役会の諮問に応じて、取締役の選解任や報酬等に
関する重要な事項について審議のうえ、取締役会に答申しております。また、その構成は独立社外取締役３名と社内取締役２名であり、独立社外
取締役が過半数を占めることで、独立性・客観性を高めております。

　コンプライアンスに関しましては、企業倫理を重視した経営を進めるため、「企業倫理ガイドライン」を制定し徹底に努めております。

　また、全取締役、主要部門長からなる経営管理会議を隔月で開催し、業務の進捗状況の確認、分析および具体的対策の検討を行っておりま
す。

（２）監査基準等

　「監査等委員会監査等基準」を制定し、監査体制のあり方、監査に際しての基準、行動指針等を定めております。

（３）監査の状況

監査等委員会 社内取締役（常勤）１名、社外取締役２名 （社外取締役のうち１名は女性であります）

内部監査室 １名

内部監査委員会 １０名

公認会計士の氏名・継続監査年数等

会計監査人につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任しており、監査業務を執行する公認会計士は以下のとおりで

ありますが、継続監査年数が７年を超える者はおりません。

指定有限責任社員 業務執行社員 西方　実氏

指定有限責任社員 業務執行社員 池田 哲也氏

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社が監査等委員会設置会社を採用する理由は、取締役会において議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督
機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実と経営のさらなる効率化を図るためであります。定款の定めにより、取締役会は、会社
法第399条の13第６項の規定により重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができるとしており、迅速・機動的な経営判
断を行える体制をとっております。

　重要事項は原則として取締役会に付議されております。意思決定と業務執行の分離については、当社の取締役は監査等委員３名を含め９名と
少人数であり、取締役会も前事業年度は９回開催しており、意思決定のスピードに特に支障はないものと考えております。また、取締役、主要部門
長からなる経営管理会議を隔月で開催し、業務の進捗状況の確認、分析および具体的対策の検討を行っております。社外のチェックという観点か
らは、当社と利害関係のない社外の監査等委員による客観的、中立的な監査の実施に加え、社外取締役による経営全般の監督機能の面におい
ても十分に機能する体制が整っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会招集通知の早期発送に努めており、法定期限より２日早く発送しております。

電磁的方法による議決権の行使 2021年より、インターネットによる議決権の行使を可能としています。

その他
株主の皆様への早期情報提供の取り組みとして、招集通知の発送前開示を行っておりま
す。

また、株主総会のビジュアル化を進めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページに投資家情報として、決算情報、有価証券報告書、決算短

信、株主通信、株主総会の招集通知・決議通知等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当役員のもと人事総務部にＩＲ関連業務担当者を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

ＣＳＲ理念およびＣＳＲ方針を定め、当社ホームページに掲載しております。

また、持続可能な社会の実現に向けてSDGｓに対する取り組みを、当社ホームページに掲
載しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は地球環境を守るため、企業活動のあらゆる面で環境に配慮した取り組みを行い、次
世代に負荷をかけることのないよう努力しております。

持続可能な社会の実現に貢献するために、「５つの重点テーマと2030年に向けた取り組
み」を掲げ、実施しております。

■５つの重点テーマ

１．スイーツを通してお客様を幸せに

２．地球環境とスイーツの共生

３．社会との共栄

４．多彩な人材が活躍できる職場作り

５．社会に信頼される組織であり続ける

その他

当社は女性の社外取締役を２名選任しております。

女性の活躍推進に注力しており、人事総務部内でポジティブアクションプロジェクトチーム
を編成して、女性の意識向上を図るための教育プログラム『女性のためのマインドアップ研
修』を実施するなど、様々な取り組みを行いました。

さらに、女性従業員へのアンケートやインタビューを実施し、女性社員の継続就業を支える
ための契約社員の処遇改定、女性が能力を十分に発揮することができる職場環境や社内
制度の整備に取り組んでおります。

また、女性活躍推進法への対応として、女性役職者の比率向上に向けた取り組みも行って
おります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、以下のとおり、2017年1月30日開催の取締役会において、内部統制システムについて決議しております。

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(１)取締役、従業員の職務執行の行動規範として、「行動指針」「企業倫理ガイドライン」を定め、周知を図る。

(２)社外取締役を置き、取締役の職務執行に対する監督機能を強化する。

(３)法令、社内規定等の違反を報告するために通報者の保護を徹底した窓口を社内外に設け、違反等の早期発見に努める。

(４)弁護士や警察と連携し、反社会的勢力との関係排除に努める。

(５)内部監査部門を設け、監査等委員会と連携して内部監査を実施する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(１)社内規定を定め、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理する。

(２)情報管理に関する規定を定め、情報セキュリティを適切に管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(１)リスク管理に関する規定を定め、当社および子会社のリスクを網羅的・総括的に掌握し、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の
共有化を図るために、取締役会直轄のリスクマネジメント委員会を設置し、リスクの特性に応じ適切に対応する。

(２)経営に重大な影響を及ぼす不測の事態を想定して「危機管理マニュアル」を定め、緊急事態に迅速に対応するとともに、その予防策を講じるよ
う努める。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(１)「組織および職務分掌規定」「職務権限規定」において、適正な業務組織と分掌事項、各職位の責任・権限を定め、効率的な業務執行を行う。

(２)中期経営計画および各年度予算を策定し、これを軸とした計画・実行・評価のマネジメントサイクルを確立する。

(３)全社的な情報システム基盤を常に整備し、経営情報の正確かつ迅速な把握と伝達に資するとともに、業務の効率化を図る。

５．当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(１)「コンプライアンス規定」を定め、当社および子会社のコンプライアンス体制の維持・向上を図る。また、当社内部通報窓口へは、子会社使用人
等からの通報も可能とする。

(２)「子会社管理規定」および子会社の「職務権限規定」を設け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するとともに、子
会社の業務運営における重要な事項が当社に報告される体制を整備する。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、および当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関
する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(１)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は置かないが、監査等委員会から要請がある場合には、内部監査部門が補助することとし、その要
請された業務については取締役（監査等委員である取締役を除く。）から指揮命令を受けないことを、必要な規定に定める。

７．取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会の監査が実効的に
行われることを確保するための体制

(１)当社および子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、従業員は、定款・法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのあ
る事実を発見したときには当社の監査等委員会に報告するとともに、監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められたときは、速や
かに報告するよう、またその報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないことを規定に定める。

(２)監査等委員会は内部監査部門と内部監査の結果等について適宜情報交換を行う。

(３)監査等委員に取締役会以外の会議で実質的に経営の重要事項が審議される会議について出席する権限が与えられる等重要な情報を把握で
きる措置を採る。

(４)内部通報窓口への通報内容は、監査等委員会に報告する。

(５)監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る
費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「恐れない」、「金を出さない」、「利用しない」を基本原則とし、反社

会的勢力との絶縁を「企業倫理ガイドライン」において表明しております。

　また、反社会的勢力との関係遮断をさらに確実なものとするため、反社会的勢力対応基本原則を組み入れた「反社会的勢力との関係遮断宣

言」を取締役会で決議し、周知徹底しております。さらに、不当要求防止責任者の設置、外部専門機関との連携、対応マニュアルの整備等、組織

全体として対処できる体制を構築しております。

　契約書等に「反社会的勢力排除条項」を盛り込み、反社会的勢力との取引関係自体の防止や取引が生じてしまった場合にも契約を解除できる

ようにしております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりです。

会社情報の適時開示に係る社内体制

　各関連部門からの情報は、経営統括本部を中心に集積し、本部からの報告を受けた情報取扱責任者が情報開示の内容、方法等を決定してお
ります。情報取扱責任者が重要と判断した決定事項につきましては、取締役会に付議・報告し、情報開示を行う体制を構築しております。




